高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務委託　基本仕様書
1 業務の名称
高千穂町地域公共交通計画策定事前調査業務

2 業務の目的
本業務では、次年度に策定を予定している「高千穂町地域公共交通計画」において、実効性のある計画策定を行うための基礎資料を整備し、地域公共交通計画の地域交通が目指すべき方向性を検討し、とりまとめることを目的とする。
本業務においては、「施策・事業」「KPI」「PDCAスケジュール」の設定までを行うものではなく、現状把握、課題整理、基本的な考え方の整理及び取りまとめを目的とする。

3 対象地域
宮崎県西臼杵郡高千穂町全域

4 履行期間
契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで

5 業務の内容
受託者は、以下の項目について業務を行う。
5－1 地域特性及び公共交通に関する現状整理
（1） 地域特性の整理
本町の地理的条件や産業構造、道路や鉄道網の状況、主要施設（商業、医療・福祉、観光、公共、教育等）の立地、人口構造（人口増減や高齢化率など）、人口分布等の整理を行い、地域特性の把握を行う。
（2） 町内公共交通を取り巻く現状の分析
町内に運行する地域公共交通（路線バス、タクシー）及びその他輸送資源について、公表されている情報や運行実績等をもとに運行状況、利用状況等を把握し、既存交通モードの種別ごとに現状分析を行うことに加え、公共交通の利用如何を問わず、地域別における人の移動の実態把握を行う。また、整理した結果をもとに、町内の公共交通不便地域の整理を行う。

5－2 地域公共交通の課題の整理
（1） 公共交通に求められる役割等の検討
高千穂町総合長期計画等をはじめとする上位・関連計画の内容を把握するとともに、必要に応じて庁内関連部署を対象としたヒアリング調査を実施しつつ、地域公共交通の取り組みを通じて実現すべき「目指すべき地域の将来像」を整理するとともに、高千穂町において地域公共交通に求められる役割を検討・整理する。
（2） 地域公共交通の課題の整理
以上の検討結果や各種調査結果、上位・関連計画の内容などを踏まえ、本町における地域公共交通の課題を整理する。

5－3　各種調査の実施
統計データや既存調査データだけでは把握できない詳細な交通現状を把握するた　　　　　め、アンケートを含む各種調査の企画・実施・回収・集計・分析を行う。（直接経費は委託料に含める。）

　　※アンケート調査内容について提案すること。以下、想定する調査内容。
1 住民アンケート調査
2 公共交通利用実態調査
3 高校生への調査
4 民生委員への調査
5 交通事業者ヒアリング調査
6 医療・福祉・教育等関連部署へのヒアリング調査

5－4　目指すべき方向性の検討
　　　地域特性及び公共交通に関する現状整理、地域公共交通の課題の整理、各種調査を踏まえて、地域公共交通会議における協議に資する資料を作成する。
また、協議内容を踏まえて、受託者は論点を整理し、地域公共交通計画の基本理念・基本方針に関する複数案を委託者へ提案する。なお、最終案の採択は委託者が行う。

5－5　打合せ協議
　　　業務着手時、中間時、成果品納入時において、計３回程度の打合せ協議を行う。
　　なお、業務の進捗報告は適宜行うものとする。

[bookmark: _Hlk222315697]6　成果品
（1） 報告書（A４判、ファイル綴じ）			３部
（2） アンケート調査・分析結果				３部
（3） 上記各成果品の電子データ				１式
（4） 業務に係る収集データや集計データ等の電子データ	１式
※納品データは原則匿名化した加工データとする。
※直接識別子を含む原票は原則納品しない（必要時は協議）。 
※なお、電子データは原則、Windows Microsoft office Word、Excel または PowerPoint形式とする。

7　検査
（１）受託者は、業務完了後、成果品（第６章）を委託者（事務局）に提出し、検査を受けるものとする。
（２）委託者（事務局）は、成果品について、本仕様書に定める成果物の充足、体裁、誤記・計算誤り等の有無を確認し、合格をもって本業務の完了とする。
（３）地域公共交通会議は意見聴取の場とし、会議での意見を踏まえた修正の要否及び修正範囲は、委託者が判断する。
（４）検査合格後に、成果品の誤記、計算誤り、転記ミス等の軽微な瑕疵が発見された場合、受託者は責任をもって速やかに訂正するものとする。訂正対応は、検査合格後30日以内を目安とする。
（５）仕様追加、方針変更、前提条件の変更等に起因する変更は、本項（４）の訂正には含まれないものとし、必要に応じて委託者と受託者で協議のうえ対応を定める。

8　その他
（１）成果品その他本業務で生じる著作物等に関する権利は、すべて委託者に帰属するものとし、受託者は委託者に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行ってはならない。
（２）受託者は、業務の遂行に際して知り得た情報等について、契約期間中及び契約期間終了後のいずれにおいても、委託者の許可なく他の業務等に使用したり、第三者に漏らしたりしてはならない。
（３）受託者は、地域公共交通会議と緊密な連携を保ちつつ、業務を遂行するものとする。
（４）業務の遂行に当たって、本仕様書に定めのない事項が生じた場合、又は疑義が生じた場合は、速やかに委託者と受託者で協議を行うものとする。
（５）委託者が提供する資料としては以下の通り。
　　　・公共交通機関（路線バス）の運行状況、利用状況データ。
・その他受託者が必要とする資料のうち、委託者が提供可能と判断できるもの。
